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（ 論 文 内 容 の 要 旨 ）  
 
 本 論 文 は 、 1 9 世 紀 中 葉 か ら 1 9 2 0 年 代 に か け て の 中 国 、 日 本 と の 不 平 等 条 約

改 正 問 題 を め ぐ る イ ギ リ ス の 政 策 を 検 討 す る こ と に よ り 、 イ ギ リ ス が 近 代 主 権

国 家 秩 序 を い か に 東 ア ジ ア に 敷 衍 、 維 持 し よ う と し た か を 明 ら か に す る も の で

あ る 。  
 序 章 で は 本 論 文 の 問 題 設 定 と 先 行 研 究 の 紹 介 及 び そ の 問 題 点 が 指 摘 さ れ る 。

ま ず 、 1 9 世 紀 中 葉 以 降 、 イ ギ リ ス が 東 ア ジ ア で の 自 由 貿 易 の 普 及 を 図 り 、 近 代

主 権 国 家 秩 序 の こ の 地 域 へ の 拡 張 を 推 進 す る 国 家 戦 略 を と り 、 不 平 等 条 約 を そ

の 重 要 な 手 段 と し た こ と が 確 認 さ れ る 。 そ の 上 で 、 こ の 時 期 の イ ギ リ ス と 東 ア

ジ ア の 関 係 を 扱 っ た 先 行 研 究 を 整 理 し 、 当 時 の イ ギ リ ス の 政 策 決 定 者 が 対 中 、

対 日 政 策 を 密 接 に 結 び つ け て 捉 え て い た に も か か わ ら ず 、 先 行 研 究 は 不 平 等 条

約 問 題 に 関 し て 対 中 、 対 日 政 策 を 単 一 の 視 点 に 収 め て こ な か っ た 点 を 指 摘 し 、

関 税 問 題 に 焦 点 を あ て て 対 中 、対 日 政 策 を 併 行 し て 取 り 扱 う こ と を 意 義 づ け る 。 
 第 1 章 は 、 ア ロ ー 号 戦 争 か ら 天 津 条 約 締 結 に 至 る 時 期 の 分 析 を 踏 ま え 、 イ ギ

リ ス の 主 導 に よ っ て 1 9 世 紀 中 葉 の 東 ア ジ ア に 導 入 さ れ た 階 層 的 な 主 権 国 家 秩

序 の 性 格 を 論 じ る 。 こ の 時 期 の イ ギ リ ス の 砲 艦 外 交 は 東 ア ジ ア に 対 す る イ ギ リ

ス 人 の 両 義 的 な 感 情 、 す な わ ち 、 東 ア ジ ア に 法 の 支 配 の 貫 徹 を 求 め る 啓 蒙 主 義

的 な 動 機 と 、 ヨ ー ロ ッ パ の 優 位 を 当 然 視 し 自 ら の 通 商 利 益 の 拡 大 を 目 論 む 利 己

的 な 野 心 と に よ っ て 支 え ら れ て い た が 、 両 者 の 共 同 作 用 の 結 果 と し て 導 入 さ れ

た 、 東 ア ジ ア に お け る 階 層 的 な 主 権 国 家 秩 序 が 、 中 国 、 日 本 に 対 し て 不 平 等 条

約 の 受 け 入 れ を 求 め る 一 方 で 、「 文 明 の 基 準 」に 照 ら し た 段 階 的 な 条 約 改 正 を 経

由 し て 列 強 と の 対 等 性 を 獲 得 す る 道 も 残 す も の で あ っ た こ と が 示 さ れ る 。  
 第 2 章 は 、 1 9 0 2 年 の 改 正 天 津 条 約 （ 通 称 マ ッ ケ イ 条 約 ） と 同 年 の 日 英 同 盟 の

締 結 過 程 の 分 析 を 通 じ て 、 1 9 世 紀 末 の 中 国 の 弱 体 化 と 日 本 の 台 頭 へ の イ ギ リ ス

の 対 応 を 明 ら か に す る 。 イ ギ リ ス の 東 ア ジ ア 政 策 は 中 国 の 統 一 と 独 立 を 前 提 と

し て お り 、 列 強 に よ る 中 国 の 植 民 地 化 を 回 避 す べ く 、 中 国 の 領 土 保 全 に 対 す る

国 際 協 調 の 確 保 と 清 朝 中 央 政 府 の 財 政 基 盤 の 強 化 を 図 っ た 。 中 国 に 対 し て 、 関

税 収 入 の 増 加 に よ る 中 央 政 府 の 財 政 基 盤 の 強 化 と 地 方 － 中 央 関 係 の 再 編 と 同 時

に 、 自 由 貿 易 の 徹 底 に よ る イ ギ リ ス の 通 商 上 の 利 益 伸 張 を 目 指 し た マ ッ ケ イ 条

約 の 締 結 を 図 っ た が 、 条 約 締 結 の 前 提 と な る 列 強 協 調 の 実 現 に 失 敗 し 、 マ ッ ケ

イ 条 約 の 重 要 な 要 素 で あ っ た 協 定 関 税 率 引 き 上 げ は 実 施 さ れ な か っ た 。 他 方 、

日 英 同 盟 の 締 結 は ロ シ ア の 牽 制 を 目 的 と し て い た が 、 そ の 前 提 と し て 、 法 権 回

復 や 日 清 戦 争 で の 勝 利 等 に よ っ て 、 イ ギ リ ス が 「 文 明 の 基 準 」 に 応 じ て 対 日 評

価 を 転 換 し 、日 本 を 東 ア ジ ア に お け る ジ ュ ニ ア ･パ ー ト ナ ー と し て 位 置 づ け た こ

と が あ っ た 。  
 第 3 章 は 、日 本 が 関 税 自 主 権 の 回 復 を 要 求 し た 1 9 11 年 の 日 英 通 商 航 海 条 約 改

正 を 扱 う 。 日 露 戦 争 の 勝 利 と 韓 国 併 合 に よ り 、 列 強 と し て の 自 負 を 深 め た 日 本

は 、 協 定 関 税 の 廃 止 に よ る 税 権 回 復 に も イ ギ リ ス の 理 解 が 得 ら れ る と 予 想 し て

い た が 、 イ ギ リ ス で は 通 商 関 係 者 の 反 発 に 加 え 、 対 日 条 約 改 正 問 題 が 英 国 内 の

自 由 貿 易 を め ぐ る 論 争 と 結 び つ け ら れ 、 イ ギ リ ス 政 府 が 日 本 に 税 率 増 加 と 引 き  
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換 え に 協 定 関 税 の 維 持 を 求 め た こ と で 対 立 が 生 じ た 。 こ の 対 立 は 、 日 本 が 財 政

上 の 利 益 と 良 好 な 日 英 関 係 の 維 持 を 優 先 さ せ 、 協 定 関 税 の 維 持 に 応 じ た こ と で

解 決 さ れ た が 、 税 権 回 復 問 題 は 、 東 ア ジ ア に お け る 自 由 貿 易 の 維 持 と 東 ア ジ ア

諸 国 に よ る 主 権 国 家 と し て の 地 位 獲 得 の 間 に 生 じ る 齟 齬 を 明 ら か と し 、 日 本 に

「 文 明 の 基 準 」 の 公 平 性 に 対 す る 不 信 感 を 抱 か せ た 。  
 第 4 章 は 、 1 9 2 5 年 の 北 京 関 税 特 別 会 議 か ら 1 9 2 8 年 の 英 中 関 税 条 約 締 結 に 至

る 過 程 を 扱 う 。 第 一 次 世 界 大 戦 後 、 民 族 自 決 権 思 想 が 登 場 し 、 東 ア ジ ア の 階 層

的 秩 序 は 大 き く 動 揺 す る こ と に な っ た 。 当 初 イ ギ リ ス は 列 強 協 調 に よ る 危 機 の

打 開 を 図 っ た が 、 1 9 2 5 年 に 開 催 さ れ た 北 京 関 税 特 別 会 議 で は 列 強 協 調 の 限 界 が

明 ら か と な り 、 更 に 北 京 中 央 政 府 の 崩 壊 に よ っ て 会 議 は 無 期 延 期 と な っ た 。 こ

の 段 階 で イ ギ リ ス は 1 9 2 6 年 1 2 月 に い わ ゆ る 1 2 月 メ モ ラ ン ダ ム を 発 表 し て 中 国

と 単 独 で 関 係 改 善 を 図 る 方 針 転 換 を 行 い 、 そ の 結 果 、 1 9 2 8 年 に は 国 民 党 政 府 と

の 間 で 関 税 自 主 権 を 承 認 す る 中 英 関 税 条 約 が 締 結 さ れ た 。 こ の 過 程 は 、 イ ギ リ

ス が 中 国 ナ シ ョ ナ リ ズ ム を 宥 和 し つ つ 帝 国 権 益 の 維 持 を 図 る 利 益 を 認 知 し た こ

と と 同 時 に 、 中 国 に お け る 反 英 ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 背 後 に ソ 連 の 影 響 を 感 じ 取 っ

て い た イ ギ リ ス 指 導 者 が 帝 国 全 体 の 安 全 保 障 の 観 点 を 優 先 さ せ た こ と を 示 し て

い た 。こ の こ と は 、イ ギ リ ス が 不 平 等 条 約 に 基 づ く 自 由 貿 易 体 制 の 維 持 よ り も 、

中 国 に 主 権 国 家 と し て の 資 格 を 認 め る こ と で 「 強 い 中 国 」 実 現 に 対 す る 期 待 を

優 先 さ せ た こ と を 示 す 。  
 結 章 は 、 ま ず 、 論 文 全 体 を 通 じ て 階 層 的 秩 序 と し て の 東 ア ジ ア 秩 序 の 変 容 過

程 に お い て イ ギ リ ス が 果 た し た 役 割 を 要 約 す る 。 不 平 等 条 約 を 基 礎 と す る 自 由

貿 易 秩 序 と 近 代 主 権 国 家 秩 序 の 導 入 に は 潜 在 的 な 矛 盾 が あ っ た が 、 ２ ０ 世 紀 初

頭 ま で は 「 文 明 の 基 準 」 と い う 枠 組 み が こ の 矛 盾 の 表 面 化 を 防 い で い た 。 し か

し 日 本 の 主 権 国 家 と し て の 台 頭 や 中 国 ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 強 化 は こ の 矛 盾 を 明 ら

か と し 、 最 終 的 に は 、 民 族 主 権 平 等 の 原 則 に 基 づ く 主 権 国 家 秩 序 へ と 移 行 す る

こ と に な っ た 。 最 後 に 、 こ の 時 期 の イ ギ リ ス の 東 ア ジ ア 政 策 が 抱 え た 問 題 は 、

主 権 国 家 秩 序 と グ ロ ー バ ル な 国 際 秩 序 の 運 営 の 間 に 今 日 存 す る デ ィ レ ン マ に も

共 通 す る も の で あ る こ と が 指 摘 さ れ 、 全 体 が 締 め く く ら れ る 。  
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（ 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 ）  
 
 本論文は、イギリスが 19 世紀中葉に東アジアに進出して以降 1920 年代までの間、中国及び

日本との間に結ばれたいわゆる不平等条約の改正問題、とりわけ税権問題にいかに対応したか

に着目することで、イギリスがこの期間の東アジア国際秩序の変容にどのような役割を果たし

たかを実証的に解明しようとする。 
 日本の条約改正問題については日本外交史研究において巨大な蓄積があるし、英中間の条約

に関してもかなりの研究がなされている。しかし本論文は主にイギリスの東アジア政策に関す

る一次史料を改めて調査し、分析するという外交史的手法に則りつつ、国際秩序論という理論

的観点から条約改正問題を再検討し、その文脈においてイギリスの対日、対中政策を比較し、

また両者の相互連関をも意識した点で独創性を有する研究であると言える。 
 この点を敷衍するならば、本論文の分析視角は、基本的にいわゆる英国学派の「国際社会論」

の延長線上にあり、同学派の研究の中でも「国際社会の拡大」問題への関心を踏まえている。

しかし本研究は、条約改正問題中でも関税問題という比較的技術性の高い問題に着目し、かつ

イギリス、日本、中国の国内事情にも目配りすることで、従来の英国学派が捉え切れていなか

った当時の東アジア国際秩序に内包されていた問題点を明らかにしている。すなわち、イギリ

スは自らの通商利益と文明的使命感から、日本、中国といった諸国の文明国化すなわち近代国

家化を期待する一方で、西洋のアジア諸国への文明的優越を当然視し、また、条約の不平等性

から生じる通商上の利益を保護したいという希望も抱いていたのであり、当時の東アジア国際

秩序はこの矛盾を反映するものであった点である。この矛盾は近代主権国家秩序に内包されて

いた文明的階層性、すなわち「文明の基準」によって主権国家間の対等性と主権国家・非主権

国家間の非対等性を正当化する論理によってかろうじて調停されていたに過ぎないのである。 
本論文は、まず日本の近代国家化、「文明の基準」の達成によって、更には中国の民族主義の

台頭による国家的統一の気運によって、税権問題が争点となり、イギリス政府が安定した統治

を実現する東アジア国家の登場を評価しつつも、通商上の利益の確保を目指す国内世論にも配

慮しながら条約改正を実現した過程を詳細に跡づけ、もって東アジア国際秩序の階層的な段階

から水平的な段階への移行過程を描き出すことに成功している。 
 ただし、本論文はいくつかの課題を残してもいる。イギリス外交における対日、対中政策の

相互関係については分析が浅く、分析される一次史料もイギリス外務省極東局のものが中心と

なっており、イギリス政府全体の政策分析を行うには十分でない。また、第一次世界大戦以降

に重要性を増したアメリカやソ連の政策についての言及が少なく、また、税権問題に焦点を絞

っているため、不平等条約改正問題の全容には迫り切れていない点も指摘せざるを得ない。 
 しかしこれらは今後の課題として更なる研究の進展を期することができる点であり、本論文

が歴史的、理論的方法を駆使して１９世紀中葉から１９２０年代にかけての東アジア国際秩序

の変容過程を明らかにした独創性は既にして高水準の学術的業績として十分に評価することが

できる。 
以上の理由から、本論文は博士（法学）の学位を授与するのにふさわしいものと認められる。 
なお平成２１年２月９日に調査委員３名が論文内容とそれに関連した試問を行った結果、合

格と認めた。 

 


